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国と地方の税財源配分と歳出割合

所得税 33.1％

法人税 33.1％

酒税 50.0％

消費税 19.5％

地方法人税 全額

（出所）「地方財政の状況（令和５年３月）」等
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法定率分及び地方譲与税 １８．２％

（令和３年度決算）

（令和３年度決算）
（国：国税） （地方：地方税）

租税総額
（１１４．３兆円）

国と地方の歳出総額
（２１９．９兆円）

地方交付税法定率（令和５年度）

○ 地方交付税等の財政移転により、国と地方の税財源の比率は歳出の比率と同程度の水準となっている。
○ しかし、国と地方を合わせた租税総額と歳出総額はアンバランスであり、このアンバランスを解消していくことが重要。
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１．折半ルール
○ 地方財政計画の歳出歳入のギャップについては、交付税法定率分等を充当してもなお残余（＝折半対象財源不足）がある場合には、国と地方が

折半して補填することとし、国分は地方交付税の特例加算、地方分は臨時財政対策債により負担する。
２．地方一般財源総額実質同水準ルール（一財ルール）
○ 地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、一般財源の総額（※）について、令和３年度地方財政計画の水準を下

回らないよう実質的に同水準を確保する。（※）地方税、地方譲与税、地方交付税、地方特例交付金等、臨時財政対策債の合計

○ 平成23年度に導入されて以降、累次にわたって適用更新されており、現在は「経済財政運営と改革の基本方針2021」に基づいて、令和６年度まで
適用することとされている。

令和３年度地方財政計画（単位：兆円）
【歳入89.6】

地方税・地方譲与税
：39.9

地方特例交付金等：0.4

その他：5.9

【歳出89.6】

公債費：11.6

投資的経費
：11.9

一般行政経費
：40.9

給与関係経費
：20.2

地方交付税交付金
(出口ベース）
１７．４兆円

その他：5.1

交付税
法定率分等

13.9

特会財源
1.8

歳出歳入ギャップ
：19.2

地方債（臨財債除く)：5.8

国庫支出金
：14.8

国
・
地
方
折
半

折半対象
財源不足

3.4

臨時財政対策債
1.7

特例加算
1.7

地方交付税交付金
（入口ベース）
１５．６兆円

地方交付税総額（マクロ）の算定における基本的なルール

折半対象外臨財債：3.8

特
定
財
源

一
般
財
源

一財ルール 折半ルール
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マクロの地方交付税総額とミクロの地方交付税配分額

○ 地方交付税については、地方財政計画の歳出・歳入及び地方交付税総額がマクロベースで決定された後に、これを前提として、ミクロの
各地方公共団体に対する地方交付税交付金の配分額が決定される仕組みとなっている。

給与関係費

基準財政需要

【地方財政計画】 【各団体の普通交付税算定】

地方税

地方交付税

国庫支出金

一般行政経費

投資的経費

公債費

予算編成時（９月～１２月）
１．全団体（都道府県及び市町村）の歳出歳入を見込み、収支

不足を見積り
２．収支不足を補てんするため、法定率分に加えて、一般会計からの

特例加算等を行って交付税を増額
⇒ 交付税総額の決定

予算決定後（１月～７月）
１．予算編成で決定した交付税総額を配分するため、基準財政需要

の算定の基準（単位費用、測定単位、補正係数）を毎年改定

２．改定した算定基準により、各団体の基準財政収入と基準財政需
要を算定して普通交付税を配分

歳出 歳入

基準財政収入

総務省と財務省の折衝を経て、交付税総額が決定。

普通交付税（交付税の94％）：７月に決定
特別交付税（交付税の６％）：12月・３月に決定

総務省が決定

地方債

歳出歳入ギャップを
補てん
⇒交付税総額の決定
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（出所）「地方財政計画」、「地方財政要覧」、財務省「日本の財政関係資料」
（注1）地方の歳出・歳入総額は普通会計決算ベース。交付税特会借入金、地方債（除く臨時財政対策債）及び臨時財政対策債は地方財政計画ベース。
（注2）地方債等は、地方債（臨時財政対策債を含む。）及び交付税特会借入金（地方負担分）。

地方歳出総額

国の一般会計歳出

地方歳入総額
（除く地方債等）

国の一般会計税収

交付税特会借入金（地方負担分）
臨時財政対策債

地方債（除く臨時財政対策債）

地方の歳出・歳入の状況

○ 地方の歳出・歳入の状況を見ると、平成初めまでは、国と同じように両者が概ね揃って増加。
○ 平成前半においては、経済対策に伴う公共事業の拡大等により、地方の歳出は歳入の伸びを超えて拡大。平成10年度以降、地方歳

出は抑制されてきており、リーマン・ショックの影響で増加したものの、その後はコロナ禍で増加した時期を除きほぼ横ばいで推移。
○ 地方交付税制度による財源保障の下、地方交付税を含む地方の歳入は基本的に歳出に沿う形で推移してきており、国のように歳出・

歳入ギャップが拡大し続けるような状況は生じていない。
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地方の債務残高の推移

（出所）「地方財政計画」等
（注）令和３年度までは決算ベース、令和４年度、５年度は地方財政計画等に基づく見込み。

交付税特会借入金

建設地方債等

臨時財政対策債

0

○ 建設地方債等の残高は、平成14年度にピークの159兆円を記録後、足元では106兆円まで減少。
○ 積み上がった臨時財政対策債と償還が遅れている交付税特会の借入金を早期に償還させていく必要。
○ 令和５年度当初予算では、臨時財政対策債の残高は▲2.9兆円減少、交付税特会の借入金残高は償還計画▲0.5兆円を大きく上

回る▲1.3兆円減少。今後もこうした地方の財政健全化の取組を継続していくべき。

▲1.3

▲2.9
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東京都（特別区を含む）の地方税収等の推移

全国に占めるシェア（右軸）

東京都の地方税収等の推移と全国シェア

（兆円）

（年度）

○ 東京都（特別区を含む）の地方税収等は増加傾向となっている。
○ 特に税源の偏在性が大きい地方法人課税については、平成20年度以降累次の是正措置が講じられてきたが、全国の地方税収等

に占める東京都の税収シェアはなお高い水準にある。

（出所）総務省「地方財政状況調査」等、各自治体の予算書等。
（注）地方税収等は、地方税収及び地方譲与税収（超過課税分、法定外税等を含む）。R3年度までは決算額。R4年

度は当初及び最終補正予算額。R5年度は当初予算額。
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ｖ

1/3縮小 廃止
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◆ 東京都（特別区を含む）の地方税収等の推移と全国に占めるシェア

（出所）総務省資料をもとに作成
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令和６年度の地方財政の課題

１．活力ある多様な地域社会の実現等の重要課題への対応
「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、地方団体が、ＤＸ・ＧＸの推進、こども・子育て政策の強化、地方への人の流れの強化等

による個性をいかした地域づくりの推進、防災・減災、国土強靱化を始めとする安全・安心なくらしの実現、人への投資など、活力ある多様な地域社
会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な税財政基盤を確保。

３．地域ＤＸの推進と財政マネジメントの強化
(1) デジタル社会のパスポートとしてのマイナンバーカードの利活用拡大等による住民サービスの向上のための取組の推進や自治体情報システムの標

準化・共通化、地域課題の解決に資するデジタル実装の全国展開などにより、地域ＤＸを推進。
(2) 公共施設等の適正配置や老朽化対策等の推進、財政状況の「見える化」、水道・下水道の広域化や公立病院経営強化プランの推進等によ

る公営企業の経営改革など、地方団体の財政マネジメントを強化。

【通常収支分】

２．地方の一般財源総額の確保等
(1) 社会保障関係費等の増加が見込まれる中、地方団体が、上記１に掲げた重要課題に対応しつつ、行政サービスを安定的に提供できるよう、

「新経済・財政再生計画」、「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要となる一般
財源の総額について、令和５年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保。

(2) こども・子育て政策の強化は、国と地方が車の両輪となって取り組むことができるよう、「こども未来戦略方針」等を踏まえ、地方財源を適切に確保。
(3) 地方交付税については、極めて厳しい地方財政の現状等を踏まえ、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が適切に発揮されるよう、

総額を適切に確保するとともに、臨時財政対策債の発行を抑制。
(4) 地方分権推進の基盤となる地方税の充実確保とともに、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けた取組。

総務省資料を加工
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人口減少下における自治体行政効率化の必要性

○ 人口減少と高齢化により、教育、医療・介護・福祉、交通・物流、製造業・非製造業等のあらゆる分野で人手不足が深刻化しつつある。
○ 民間の試算によると、2045年にかけて職員の充足率（必要な行政需要に対する職員の供給数）は減少する傾向。特に、小規模自治体

では充足率の低下が著しい見込みとなっている。
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現在 一段のDX推進

♦地方自治体のICT化の地方公務員数への影響試算
（万人）

（出所）日本総合研究所 「地方公務員は足りているかー地方自治体の人手不足の現状把握と課題―」

♦地方公務員充足率の将来推計
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需要 供給 充足率

（出所）日本総合研究所 「地方公務員は足りているかー地方自治体の人手不足の現状
把握と課題―」

（注１） 「一段のＤＸ推進」はすべての市町村のICT化が最も進んだ自治体のレベルまで
進捗したと仮定して、現在の行政サービスを提供するのに要する公務員数を計算。

（注２） 地方公務員数は市町村（特別区を除く）

● 自治体DXによって、行政サービス水準をより少ない人数で維持可能に。
● 自治体DXの効果を推計すると、一段のDXの推進により、現在の77% 

程度の人数で現在の行政サービスを提供可能。
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地域におけるDXの推進
第５回経済財政諮問会議

総務大臣提出資料
（令和５年4月）
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地⽅公共団体のフロントヤード（窓⼝）改⾰の取組状況
総務省資料
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ICT活用による業務の効率化

（出所）地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会（令和元年５月）報告書 資料26

● 市区町村において業務量の多い分野についてのICT活用による業務効率化の分析結果
子ども・子育て分野、税務分野、高齢者・介護分野、生活保護分野、国民健康保険分野における、大阪府泉大津市

（人口約７万人、正職員計284名、嘱託員等計106名、合計390名）の分析結果
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○ 地方における社会保障に係る経費（民生費）の推移をみると、児童福祉費をはじめとして年々膨らんでおり、平成2６年度から令和３年
度にかけては約８兆円の増加。

○ 高齢化等に伴う増額が現役世代や地方財政にとっての過度な負担とならないよう、国だけでなく、地方においても、こうした費用の効率化の
取組は不可欠。

一般行政経費のうち社会保障等に係る経費（民生費）の推移

(出所)総務省「地方財政状況調査」をもとに作成
(注) 都道府県および市町村の決算額の合計。一部重複を含む。

◆ 民生費（災害救助費除き）の推移

老人福祉費

児童福祉費

社会福祉費等
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会計年度任用職員への勤勉手当の支給

○ 会計年度任用職員については、これまでも任用と処遇の適正化が行われてきており、令和６年度から会計年度任用職員への勤勉手当支
給が実施される予定。

○ 新たに発生する所要額は1,500億円程度となる見込み。

◆ 会計年度任用職員制度の導入と期末手当の支給 ≪令和２年度の法律改正で措置≫

地方公務員における臨時・非常勤職員の状況と任用・処遇上の課題

多様化する行政需要に対応するため、臨時・非常勤職員が増加
平成28年度：64.3万人 → 令和２年度：69.4万人
（※任用期間が６ヶ月以上かつ一週間の勤務時間が19時間25分以上の職員）

＜任用上の課題＞
●通常の事務職員も「特別職」で任用してきた

※特別職は本来、専門性が高い者等であり、守秘義務、政治的行為の
制限などの公共の利益保持に必要な諸制約が課されていない

＜処遇上の課題＞
●労働者性の高い非常勤職員に期末手当の支給ができない

任用と処遇の適正化

＜適正な任用の確保＞＝「会計年度任用職員制度」を創設
●現行の臨時職員・非常勤職員を（一部の特別職等を除き）
新たに設置する一般職の「会計年度任用職員」に移行

＜処遇上の課題＞＝会計年度任用職員に対する給付を規定
●会計年度任用職員について、期末手当の支給を可能とする

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律
（令和２年４月１日施行）

◆ 勤勉手当の支給 ≪本年の法律改正で措置≫
会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については、上記法改正時は、国の非常勤職員に支給が広まっていなかったこと等を踏
まえ、検討課題としていたが、令和３年度までの間に、対象となる国の非常勤職員すべてに「勤勉手当」が支給されることとなった。

地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）
・国の取扱いとの均衡の観点から、会計年度任用職員についても、「勤勉手当」を支給できることとする。
・令和６年度から支給を開始

（出所）総務省「地方自治法の一部を改正する法律について（会計年度任用職員制度関係）」
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計画と決算の乖離（歳出）

◆ 地方財政計画歳出と決算歳出の乖離の推移

◆ 国庫補助事業の不用に係る地方負担分（推計） （単位：億円）

(注)国の決算における不用割合（不用額／歳出予算現額）を、地方財政計画における地方負担額に乗じて試算。
ただし、投資的経費の不用額は、上のように試算した不用額（地方負担分）に一般財源充当割合を乗じて試算。

◆ 過去の追加財政需要の状況 （単位：億円）

○ 近年の歳出について計画と決算を比較すると、決算歳出が継続的に１兆円前後、計画歳出を下回るとの試算結果となる。
○ こうした乖離の一部は①追加財政需要の未使用や②国庫補助事業の不用等から生じており、 ②については、令和２年度及び令和３年

度には5,000億円を超える規模になっている。
○ 地方交付税については①、②ともに、決算を踏まえた精算を行っておらず、使途が不分明なまま渡し切りとなっている。これらについては、歳出

計上の適正化を含め、後年度の予算編成において適切に反映していくべきではないか。

平均差額2,100億円程度

（出所）地方財務協会「地方財政要覧」等

（兆円）

（年度）

83.4

86.2
84.1 84.2

86.6

89.0 88.3
89.8

92.5

115.7

81.9

84.6

83.1

83.5 86.1

88.4 87.5

88.4

90.4

113.5

75

85

95

105

115

H23 24 25 26 27 28 29 30 R元 2

▲1.5

▲1.6
▲1.1

▲0.7 ▲0.6

▲0.7 ▲0.8 ▲1.4

▲2.0

■修正後歳出計画額
■実質的な歳出決算額
■計画と決算の乖離額

0
＝

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3

計画額 4,700 4,700 4,700 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

主な使用額 1,520 907 929 3,379 2,968 3,040 3,118 2,443 2,698 2,040 1,608

差額 3,180 3,793 3,771 821 1,232 1,160 1,082 1,757 1,502 2,160 2,592

 給与関係経費
 (義務教育費国庫負担金) 391 325 322 323 92 96 84 52 12 1 35
 一般行政経費
 (補助事業分) 605 670 1,016 2,696 816 1,534 1,789 2,645 3,822 5,089 5,032
 投資的経費
 (直轄事業・補助事業分) 303 245 373 181 134 98 116 119 230 225 193

合　　　計 1,299 1,240 1,711 3,200 1,041 1,729 1,989 2,816 4,064 5,314 5,259

R3R2H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

平均2,700億円程度

▲2.3


Sheet1

				H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		R元		R2		R3



		 給与関係経費
 (義務教育費国庫負担金)		391		325		322		323		92		96		84		52		12		1		35

		 一般行政経費
 (補助事業分)		605		670		1,016		2,696		816		1,534		1,789		2,645		3,822		5,089		5,032

		 投資的経費
 (直轄事業・補助事業分)		303		245		373		181		134		98		116		119		230		225		193

		合　　　計		1,299		1,240		1,711		3,200		1,041		1,729		1,989		2,816		4,064		5,314		5,259
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公営企業を取り巻く課題と経営改革の推進

○ 公営企業は、水道事業、下水道事業や公立病院など、住民生活に密接に関連したサービスを提供しているが、急激な人口減少等に伴
うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大等、経営環境が今後益々厳しくなる見込み。

○ こうした状況を踏まえると、経営改革を推進し、将来にわたり持続可能な経営を確保することが重要。

経営状況（損益情報・ストック情報
等）を的確に把握できるよう、公営企
業会計（複式簿記・発生主義）の適
用を推進

各公営企業における経営の質の向上
を図るため、中長期的な経営の基本
計画である「経営戦略」の令和７年
度までの改定を推進

経営改革の推進

①経営戦略の改定 ③広域化の推進
水道事業、下水道事業について経営

統合、施設の共同設置・共同利用、事
務の広域的処理など、広域化を推進

②公営企業会計の適用拡大

水道事業の例

※有収水量：料金徴収の基礎となった年間給水量

13,838 
13,532 13,482 13,351 

13,000

13,500

14,000

2012 2015 2018 2021

水道の有収水量の推移（百万㎥）

有収水量は
減少傾向

6,032 7,481 7,551 9,110 

3,000

8,000

13,000

2012 2015 2018 2021

水道の更新投資額の推移（億円）

今後、
更新投資が

増加する見込み

（％）
（％）

47 

77 

0
20
40
60
80

100

R3.3.31 R4.3.31

経営戦略改定率

113

244
333

0
100
200
300
400

R2.3.31 R3.3.31 R4.3.31

広域化実施延件数
（件）

71
89 96

30

50

70

90

R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1

公営企業会計適用の取組率

※改定済又はR７までの改定を予定している事業 ※R5までの適用を要請している事業 ※H30からの延件数

総務省資料を加工
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公営企業改革（下水道事業）

○ 公営企業は「独立採算制」を基本としつつ、下水道事業については「雨水処理は公費負担、汚水処理は使用料収入で賄う」 という原則に立って、全体
の制度が構築されているが、その公共性や全額回収の困難性等を踏まえ、汚水処理分にも一部公費が充当されている。

○ 原則を超えて公費での措置を行っている中で、その前提とされる使用料水準については、依然として半数以上の事業者が最低限の経営努力として徴収す
ることとされている月3,000円／20ｍ³に達していない状況。

○ 人口減少に伴う料金収入の減少など水道・下水道の事業環境が厳しくなる中、令和７年度末までの経営戦略の改定に当たっても「人口減少等を加味
した料金収入を的確に反映すべき」とされていることから、公費に依存しない持続可能な経営のための取組を一層進めるべき。

(円)

◆ 公共下水道の使用料水準

3,000円に満たない
下水道事業は約51％。

（出所）総務省 「令和３年度 地方公営企業決算状況調査」をもとに作成
（注）使用料水準とは、使用料収入を年間有収水量で除したもの（使用料単価）に20

（m³）を乗じたもの。地方公営企業法適用企業に限る。

◎公営企業の経営に当たっての留意事項について
（平成26年８月29日付総務省自治財政局公営企業課長等通知）（抄）
・・・下水道事業における使用料回収対象経費に対する地方財政措置について
は、最低限行うべき経営努力として、全事業平均水洗化率及び使用料徴収月
3,000円/20m³を前提として行われていることに留意すること。・・・

◆ 下水道事業（資本費）への繰出金の割合

雨水６割 汚水４割

費公

合流式下水道
（192事業）

分流式下水道
（985事業）

雨
水
1
割

処理域内人口密度25未満6割
25以上50未満 5割
50以上75未満 4割
75以上 3割
100以上 2割

汚水９割

費公

雨水資本費 汚水資本費資本費の割合
（R3決算）

公費
（公営企業繰出金） 使用料収入

原則に従えば…

4,129億 1兆1,309億１：３

１：３

(注) 公共下水道（狭義）を対象とした場合。

＜現行スキーム＞

・・・公費措置分
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○ 公立病院は、これまで再編・ネットワーク化、経営形態の見直しなどに取り組んできたが、医師・看護師等の不足、人口減少・少子高齢化に伴う医療需要
の変化等により、依然として、持続可能な経営を確保しきれない病院も多いのが実態。このため、令和４年３月、総務省は自治体に公立病院の経営強
化プランの策定を要請。

○ 令和２、３年度は顕著な収支改善が見られたが、自治体の普通会計で負担する繰出金の水準は維持されている。この黒字は新型コロナ補助金といった
一時的な要因によるものと考えられ、経営改革が阻害されることがあってはならず、経営強化プランを踏まえた取組を着実に進めていく必要。

○ また、公立病院の建設改良費については、個々の収支状況に関わらず一定の割合で普通会計からの繰出が行われている。「経費負担の原則」を踏まえ、
公立病院の経営改革インセンティブに配慮しながら、収支状況を反映したスキームを導入すべき。

●公立病院への繰出額とその経営状況の推移 （億円）

１．役割・機能の最適化と連携の強化
・地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能
・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能
・機能分化・連携強化

２．医師・看護師等の確保と働き⽅改⾰
・医師・看護師等の確保（特に、不採算地区病院等への医師派遣を強化）
・医師の働き方改革への対応

３．経営形態の⾒直し
４．新興感染症の感染拡⼤時等に備えた平時からの取組
５．施設・設備の最適化
・施設・設備の適正管理と整備費の抑制
・デジタル化への対応

６．経営の効率化等
・経営指標に係る数値目標

●公立病院の建設改良費と繰出額の関係

● 「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガ
イドライン」（令和４年３月、総務省）における経営強化プランの内容

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R3年度

繰出額
(うち基準外繰出額)

7,924
(1,013)

8,083
(945)

8,266
(892)

8,269
(920)

8,494
(1,011)

8,411
(949)

収支 ▲1,020 ▲985 ▲860 ▲984 1,366 3,296

（出所）総務省「地方公営企業決算状況調査」
（注１）地方独立行政法人（病院事業）を含む。（注２）収支は、総収益から総費用を差し引いた額。

公営企業改革（病院事業）

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

建
設

改
良

費
繰

出
金

（
億

円
）

医業利益ー他会計負担金（億円）

平均値
▲10億円

●経費負担の原則（地方公営企業法第１７条の２）
次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は
他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担する
ものとする。
一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費
二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみ
をもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費 （出所）総務省「地方公営企業決算状況調査」

過剰な
繰出
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ふるさと納税制度の概要①

（出所）総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
◎総務省ふるさと納税ポータルサイト（抜粋）
ふるさと納税には三つの大きな意義があります。
第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを
自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援に
なります。
第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考える
きっかけへとつながります。

総務省HP
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ふるさと納税制度の概要②
総務省資料を加工
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○ 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については、これまで18.3兆円措置されており、令和４年度からは物価
高騰対応にも活用されている。

○ 骨太方針２０２３においては、「新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置付けの変更を踏まえて、地方財政の歳出構
造について平時に戻す。感染症対応として実施された地方創生臨時交付金について、内容の見える化を徹底の上、その効果・効
率性についての検証作業を将来の危機対応に活かすことも見据えて行う。」とされている。

地方創生臨時交付金の措置状況

◆ 地方創生臨時交付金の措置額
（兆円）

R2年6月 R2年12月R2年4月 R3年1月 R3年1月 R3年2月 R3年3月 R3年4月 R3年12月 R4年4月 R4年9月

R2年度 R３年度 R４年度

R4年12月 R5年3月

（注）上記グラフは毎回の新規措置額ベース。

0

1

2

3

4

5

6

7

R2補正① R2補正② R2予備費① R2予備費② R2補正③ R2予備費③ R2予備費④ R3予備費① R3補正 R4予備費① R4予備費② R4補正② R4予備費③

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金
コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分
検査促進枠
事業者支援分
協力要請推進枠等
地方単独事業分
国庫補助事業の地方負担分

累計措置額
18.3兆円
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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金
内閣府資料を加工♦令和５年度第１回に提出された実施計画において推奨事業メニューを活用する事業例

（注１）その他「地方公共団体が、上記の推奨事業メニューよりも更に効果があると考えるもの」については、279事業、214億円。
（注２）各地方公共団体が提出した実施計画に記載された事業に係る経費の合計。通例、各自治体は、それぞれの交付限度額を超えて事業を掲載しており、交付決定額を超えたものとなっている。
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地方創生臨時交付金の使途及び効果に関する公表状況
○ 地方創生臨時交付金を活用した事業に関する自治体の公表状況は、本年１月時点と比べて進捗しているが、引き続き公表して

いない団体も存在。
○ 地方創生臨時交付金の効果検証については、自治体が十分に説明責任を果たしながら効果の一層の「見える化」を進める必要が

ある。

将来のパンデミック対応の際、初期段階には迅速に対策を講じるべきことをはじめ、長期化した場合は、行動制限等により社会経済活動が委縮する
ことへの緩和策のあり方を含め、大規模な感染症対策のフェーズごとに異なる行動戦略をとるべきことを示唆。すなわち、（１） 短期で実施すべき感染
拡大防止や事業継続支援については、国が指揮を執り、自治体が財政上の不安なく迅速に実施できるようにすることが必要、必要な事業を迅速に
実施できたかどうかを評価すべき。今回の交付金同様に自由度の高い制度設計が必要、一方、自治体は十分に説明責任を果たすことが求められる。
（２） 中長期的な地域活性化については、原則として自治体に適切な負担を求め、可能な限り後年度の維持管理等も含めた経済効果も評価すべき。

有識者からの意見・評価

(出所)内閣府地方創生推進室「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和３年度分）効果検証のとりまとめ概要」
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n=1,788

※１月時点の調査
では30％

※ R2年度に完了した事業を対象

公表していない
自治体

※ R3年度に完了した事業を対象

◆地方創生臨時交付金の使途及び効果に関する自治体の公表状況

※ R2年4月1日以降に臨交金を活用した全事業を対象

（1394団体）

【事業効果（令和２年度）】

（出所）内閣府地方創生推進室（令和５年８月）「臨時交付金を活用した事業の実施状況及びその効果に関する公表状況」をもとに作成
（注）調査結果については、令和５年６月１日時点のもの
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◆令和３年度に措置された地方単独事業分に関する効果検証（内閣府）

（1394団体）
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（出所）内閣府地方創生推進室「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（令和３年度分）の効果検証に係る報告書」

事業別充当額（地方単独事業・国庫補助事業等地方負担分）

事業実施による効果概要（地方単独事業・国庫補助事業等地方負担分）

（青森県つがる市）

内閣府資料を加工


